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は
じ
め
に

　

古
代
伊
勢
神
宮
に
お
い
て
、
禰
宜
以
下
の
神
職
は
、
祭
祀
専
門
職
と
し

て
神
前
に
お
い
て
直
接
的
な
奉
仕
が
求
め
ら
れ
、
神
宮
祭
祀
の
中
で
最
も

重
要
な
役
割
を
担
っ
て
き
た
。
そ
の
中
で
も
禰
宜
の
役
割
は
、
祭
祀
ま
た

神
宮
の
運
営
そ
の
も
の
に
お
い
て
も
非
常
に
重
く
、古
代
よ
り
永
ら
く〈
一

員
〉
が
定
員
と
さ
れ
、
日
々
の
宿
直
か
ら
年
中
恒
例
の
祭
典
ま
で
常
に
神

明
に
奉
仕
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
平
安
時
代
中
頃
以
降
徐
々
に
増

員
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
中
世
期
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
迄
に

古
代
伊
勢
神
宮
に
お
け
る
祭
祀
所
役
に
つ
い
て

─
禰
宜
職
の
増
員
と
所
役
の
変
化
─

山
口
祐
樹

は
、
皇
大
神
宮
（
内
宮
）、
豊
受
大
神
宮
（
外
宮
）
と
も
に
八
員
ま
で
増

員
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
先
学
の
研
究
に
よ
る
と
、
そ
の
増
員
の
理
由
と

し
て
は
、
専
ら
宿
直
の
負
担
軽
減
が
目
的
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
き
た
わ

け
だ
が
、
中
世
末
ま
で
に
は
最
上
席
の
禰
宜
以
外
の
正
員
禰
宜
も
、
宿
直

勤
務
だ
け
で
は
な
く
祭
典
奉
仕
の
中
で
一
部
重
要
な
役
割
を
担
う
よ
う
に

な
っ
て
く
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
古
代
か
ら
中
世
初
期
に
か
け
て
禰
宜
が
増
員
し
て

い
く
中
で
、
禰
宜
以
下
、
大
内
人
物
忌
父
ら
に
至
る
ま
で
祭
典
に
奉
仕
す

る
者
全
体
を
見
渡
し
、
職
掌
と
し
て
の
役
目
と
は
別
の
実
際
の
祭
祀
の
中

で
担
っ
た
役
割
、
つ
ま
り
「
所
役
」
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
動
き
が
あ
っ
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た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
動
き
に
は
ど
の
よ
う
な
意
識
の
変
化
が
あ
っ
た
の

か
と
い
う
こ
と
を
『
皇
太
神
宮
年
中
行
事（
１
）』

の
記
述
を
中
心
に
検
討
し
て

い
き
た
い
。

禰
宜
の
増
員
と
祭
祀

　

古
代
伊
勢
神
宮
に
お
け
る
禰
宜
職
は
、
天
照
大
御
神
が
伊
勢
の
地
に
鎮

ま
っ
て
よ
り
永
ら
く
一
員
と
さ
れ
、
そ
の
役
割
も
神
宮
の
祭
祀
に
専
従
す

る
も
の
と
し
て
は
最
上
位
の
最
も
重
要
な
位
置
を
任
さ
れ
て
い
た
。
延
暦

二
十
三
年
（
八
〇
四
）
に
編
纂
さ
れ
た
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
と
『
止
由

気
宮
儀
式
帳
』（
両
儀
式
帳
を
合
わ
せ
て
『
延
暦
儀
式
帳（
２
）』

と
も
称
す
る
）

に
よ
る
と
、
禰
宜
は
補
任
さ
れ
た
そ
の
日
よ
り
、
忌
火
に
て
調
理
さ
れ
た

も
の
の
み
を
食
し
、見
聞
き
す
る
こ
と
に
も
細
心
の
注
意
を
払
い
な
が
ら
、

大
内
人
以
下
の
神
職
を
率
い
て
、
神
前
に
奉
仕
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
た（
３
）。
ま
た
、
祭
典
奉
仕
と
と
も
に
禰
宜
職
の
重
要
な
役
割
と
し
て
定
め

ら
れ
て
い
た
の
が
、
月
ご
と
の
勤
番
奉
仕
で
あ
っ
た
。
両
宮
儀
式
帳
に
よ

る
と
、禰
宜
は
長
上
と
し
て
、そ
し
て
番
長
の
大
内
人
以
下
の
宮
人
ら
は
、

内
人
六
人
、
戸
人
三
人
が
一
月
を
上
中
下
の
三
番
に
分
け
、
交
代
し
な
が

ら
宿
直
の
任
に
当
た
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
お
り（
４
）、

大
内
人
以
下
の
神
職

が
交
代
で
宿
直
に
当
た
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
禰
宜
だ
け
は
長
上
と
し

て
、
常
に
宮
域
内
に
祗
候
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
先

学
の
指
摘（
５
）に
も
あ
る
よ
う
に
、
時
代
が
下
る
に
従
っ
て
こ
の
宿
直
勤
番
の

役
が
大
き
な
負
担
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
く
、
こ
の
こ

と
が
禰
宜
増
員
の
大
き
な
要
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
の
な

い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
、
禰
宜
の
増
員
過
程
に
つ
い
て
整
理
し
て
み
よ
う
。
禰
宜
の
増

員
は
天
暦
四
年
（
九
五
〇
）
閏
五
月
に
、
豊
受
大
神
宮
の
禰
宜
が
〈
二
員
〉

に
増
員
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
そ
の
後
、
十
一
年
後
の
応
和
元
年

（
九
六
一
）
十
月
に
は
皇
太
神
宮
の
禰
宜
が
〈
二
員
〉
に
増
員
さ
れ
、
承

久
三
年
（
一
二
二
一
）
三
月
ま
で
に
両
宮
共
に
〈
八
員
〉
ま
で
段
階
的
に

増
員
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
中
世
中
頃
の
嘉
元
二
年
に
は
両
宮

〈
二
員
〉
ず
つ
増
員
さ
れ
た
こ
と
で
〈
十
員
〉
の
体
制
が
確
立
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。

〈
表
１
参
照
〉
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こ
の
よ
う
に
、
十
世
紀
か
ら
十
四
世
紀
に
か
け
て
の
間
に
、
両
宮
の
禰

宜
は
次
々
と
増
員
さ
れ
る
訳
だ
が
、
中
右
記
な
ど
に
は
「
太
神
宮
禰
宜
六

人
也
、
而
番
役
繁
多
也（
６
）」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
律
令
制
か
ら
荘
園
制
へ
と

国
内
の
経
済
機
構
そ
の
も
の
が
大
き
く
変
化
し
て
い
く
中
で
、
禰
宜
の
職

務
の
幅
も
大
き
な
広
が
り
を
見
せ
、
禰
宜
職
の
職
務
過
多
と
い
う
点
も
見

過
ご
せ
な
い
状
況
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
煩
雑
化
す
る
職
務
の

中
に
宿
直
勤
番
の
奉
仕
も
含
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
禰
宜
職
が
職
務
過
多
に
よ
り
度
々
増
員
が
は
か
ら
れ
る
中
で
、

本
来
最
も
重
要
な
役
目
で
あ
る
祭
祀
上
の
所
役
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
管
見
で
は
こ
れ
ま
で
そ
う
し
た
点
に
重
点
を
置
い
て
論

じ
ら
れ
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
本
来
〈
一
員
〉

で
務
め
て
い
た
職
掌
が
最
終
的
に
は
〈
十
員
〉
ま
で
増
加
す
る
訳
で
あ
る

か
ら
、
も
ち
ろ
ん
禰
宜
職
そ
の
も
の
の
性
格
も
徐
々
に
変
化
し
て
い
っ
た

も
の
と
想
定
さ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
点
に
論
究
し
た
も
の
も
多
く
は
見
ら

れ
な
い
。

古
代
中
世
の
儀
式
書
と
禰
宜
の
所
作

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
禰
宜
の
増
員
過
程
に
つ
い
て
そ
の
大
ま
か
な
流
れ
を

検
証
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、
各
時
代
に
お
け
る
禰
宜
の
祭
祀
上
の
役
割
に

つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
文
献
を
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
確
認
し
て
い
く

必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
ず
は
、
今
回
参
考
と
す
る
文
書
に
つ
い
て
そ
の
概
略

を
説
明
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、
第
一
に
検
証
す
べ
き
は
先
に
提
示
し
た
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』

と
『
止
由
気
宮
儀
式
帳
』
で
あ
ろ
う
。
こ
の
両
書
は
平
安
時
代
初
期
に
神

宮
か
ら
中
央
朝
廷
へ
送
ら
れ
た
解
文
で
あ
り
、
弘
仁
格
式
編
纂
の
元
に

な
っ
た
文
書
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
内
容
は
内
外
両
宮
の
鎮
座
由
来
に
始

ま
り
、
正
殿
を
始
め
と
す
る
殿
舎
の
数
や
構
造
、
奉
仕
す
る
神
職
の
由
来

〈表１〉

年
号

西
暦

皇
大
神
宮

（
内
宮
）
豊
受
大
神
宮

（
外
宮
）

天
暦
四
年
閏
五
月

九
五
〇

二
員

応
和
元
年

十
月

九
六
一

二
員

天
延
二
年

二
月

九
七
四

三
員

三
員

永
延
元
年
十
二
月

九
八
七

四
員

正
暦
五
年

七
月

九
九
四

五
員

同

十
二
月

四
員

寛
弘
三
年

六
月

一
〇
〇
六

六
員

同

八
月

六
員

保
延
元
年

六
月

一
一
三
五

七
員

七
員

承
久
三
年

三
月

一
二
二
一

八
員

八
員

嘉
元
二
年
一
〇
月
一
三
〇
四

一
〇
員

一
〇
員
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や
役
割
、
そ
し
て
各
月
ご
と
に
ま
と
め
ら
れ
た
年
中
恒
例
の
祭
祀
、
儀
式

に
関
す
る
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
、「
一
、
年
中
行
事
並

月
記
事
」
で
は
、
祭
祀
の
所
役
や
内
容
、
そ
し
て
具
体
的
な
動
き
に
至
る

ま
で
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
は
、
こ
の
両
宮
儀
式
帳
の
内
容
を

検
証
す
る
こ
と
で
、
禰
宜
が
〈
一
員
〉
で
あ
っ
た
、
九
世
紀
以
前
の
祭
祀

上
の
所
作
の
詳
細
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
こ
で
、
本

稿
に
お
い
て
は
こ
の
両
宮
儀
式
帳
を
補
完
す
る
立
場
の
文
書
と
し
て
『
延

喜
大
神
宮
式（
７
）』

に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
本
来
こ
の
『
延
喜
大
神

宮
式
』
は
国
家
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
律
令
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
重
要
性
に

つ
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
も
の
の
、
そ
も
そ
も
両
宮
儀

式
帳
が
格
式
編
纂
の
た
め
の
解
文
で
あ
る
と
い
う
点
、
ま
た
祭
祀
に
お
け

る
各
所
役
の
動
き
な
ど
に
関
し
て
は
、
両
宮
儀
式
帳
の
方
が
よ
り
詳
し
く

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
『
延
暦
儀
式
帳
』
と
同
様
に
『
延
喜
大
神

宮
式
』
が
編
纂
さ
れ
た
時
点
で
は
、
い
ず
れ
も
禰
宜
は
〈
一
員
〉
で
あ
り
、

増
員
さ
れ
る
以
前
の
段
階
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
鑑
み
、
本
稿
で
は
『
延

暦
儀
式
帳
』
の
記
述
を
よ
り
積
極
的
に
用
い
て
分
析
を
試
み
た
い
。

　

次
に
提
示
す
る
の
は
、
皇
大
神
宮
権
禰
宜
荒
木
田
忠
仲
に
よ
り
記
さ
れ

た
『
皇
太
神
宮
年
中
行
事
』
で
あ
る
。
こ
の
文
書
は
、
中
世
初
頭
の
建
久

三
年
（
一
一
九
二
）
に
纏
め
ら
れ
た
も
の
で
、
内
宮
に
お
け
る
祭
祀
の
詳

細
や
祝
詞
、
幣
物
類
に
至
る
ま
で
詳
細
に
編
述
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
文
書
は
後
世
に
加
筆
さ
れ
た
部
分
も
含
ま
れ
て
い
る
た
め
そ
の
記
述

に
は
注
意
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
加
筆
部
分
は
、
忠
仲
に
よ
り
編
纂
さ
れ

た
二
七
二
年
後
の
寛
正
五
年
（
一
四
六
四
）
に
内
宮
禰
宜
の
藤
波
（
荒
木

田
）
氏
経
に
よ
り
当
時
の
状
況
が
書
き
加
え
ら
れ
た
部
分
で
、
現
在
翻
刻

さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
編
述
当
初
の
一
二
世
紀
末
の
部
分
と
後

に
加
筆
さ
れ
た
一
五
世
紀
中
頃
の
部
分
が
混
在
し
た
も
の
と
な
っ
て
お

り
、
そ
の
該
当
す
る
部
分
が
い
ず
れ
の
時
代
の
も
の
か
注
意
深
く
判
断
す

る
必
要
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
忠
仲
、
氏
経
い
ず
れ
の
記
述
で
あ
っ
て
も
、

祭
祀
次
第
や
そ
れ
ぞ
れ
の
所
役
の
動
き
が
緻
密
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

は
変
わ
り
な
く
、
忠
仲
の
筆
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
ば
禰
宜
が
〈
七
員
〉
の

時
の
記
述
で
あ
る
し
、
氏
経
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
そ
れ
は
禰

宜
が
〈
八
員
〉
で
あ
っ
た
時
の
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
た

め
、
禰
宜
が
〈
一
員
〉
で
あ
っ
た
『
延
暦
儀
式
帳
』
と
比
較
検
討
す
る
上

で
は
、
い
ず
れ
の
時
代
で
あ
っ
て
も
多
く
の
知
見
を
得
ら
れ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

　

最
後
に
挙
げ
て
お
き
た
い
の
は
、『
建
久
元
年
内
宮
遷
宮
記（
８
）』

で
あ
る
。

こ
ち
ら
は
文
治
三
年
（
一
一
八
七
）
年
か
ら
建
久
元
年
に
至
る
ま
で
の
第

二
十
五
回
皇
太
神
宮
式
年
遷
宮
の
記
録
で
あ
り
、
内
容
と
し
て
は
文
治
三

年
の
造
宮
使
大
中
臣
公
宣
の
参
宮
か
ら
建
久
元
年
九
月
の
遷
御
に
至
る
ま

で
の
記
録
と
な
っ
て
お
り
、
遷
宮
記
録
と
し
て
は
最
も
古
い
も
の
と
な
っ



古代伊勢神宮における祭祀所役について─ 181 ─

て
い
る
。
著
者
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
江
戸
時
代
の
神
宮
祠
官

荒
木
田
末
壽
に
よ
る
と
、
本
文
中
の
禰
宜
職
の
記
載
の
仕
方
な
ど
か
ら
建

久
元
年
当
時
六
禰
宜
で
あ
っ
た
荒
木
田
成
良
が
記
し
た
も
の
で
あ
る
と
考

証
し
て
い
る
。
こ
の
遷
宮
記
は
、
先
に
挙
げ
た
『
皇
太
神
宮
年
中
行
事
』

と
同
時
代
の
文
書
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
遷
宮
諸
祭
に
お
い
て
ど
の
職
掌

の
者
が
ど
の
よ
う
な
動
き
を
し
た
の
か
と
言
う
こ
と
が
克
明
に
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
禰
宜
の
増
員
と
祭
祀
の
所
役
に
つ
い
て
『
延
暦
儀
式
帳
』

と
比
較
・
検
討
す
る
に
は
良
質
な
史
料
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

禰
宜
の
席
次
と
そ
の
所
作

　
『
延
暦
儀
式
帳
』
に
お
い
て
、
そ
も
そ
も
禰
宜
は
〈
一
員
〉
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
動
き
を
記
す
場
合
に
も
「
即
禰
宜
召
二
大
物
忌

父
一
…
…
」
の
よ
う
に
、
た
だ
「
禰
宜
」
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
れ
が
『
皇
太
神
宮
年
中
行
事
』
や
『
建
久
元
年
内
宮
遷

宮
記
』
な
ど
の
時
代
に
な
る
と
、
禰
宜
は
〈
七
員
〉
ま
で
増
員
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
記
載
も
「
長
官
」「
一
禰
宜
」「
二
坐
」「
三
神
主
」

な
ど
の
よ
う
に
、
禰
宜
の
中
で
の
席
次
が
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た

併
せ
て
禰
宜
に
対
し
て
宇
治
大
内
人
以
下
の
神
職
に
つ
い
て
も
そ
の
呼
称

も
変
化
す
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
、
宇
治
大
内
人
に
つ
い
て
は
そ
の
祭

典
上
の
役
割
か
ら
玉
串
内
人
と
も
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
共
に
、
禰
宜

全
体
を
表
し
て
「
神
主
」
や
「
正
員
禰
宜
」
と
称
す
る
の
に
対
し
て
は
、

内
人
、
物
忌
父
ら
の
神
職
を
「
権
禰
宜
」「
権
任
神
主
」「
権
任
」
な
ど
と

も
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る（
９
）。

　

こ
の
よ
う
に
『
皇
太
神
宮
年
中
行
事
』
や
『
建
久
元
年
内
宮
遷
宮
記
』

で
は
、
禰
宜
の
な
か
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
席
次
に
対
し
て
詳
し
く
そ
の
動
き

も
記
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
訳
だ
が
、
本
稿
で
は
ま
ず
そ
れ
ら
の
文
献
か

ら
一
禰
宜
以
外
の
禰
宜
の
所
作
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
部
分
を
検
証
し

て
み
よ
う
。

　
『
皇
太
神
宮
年
中
行
事
』
で
は
、
度
々
一
禰
宜
以
外
の
禰
宜
に
つ
い
て

も
そ
の
所
作
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
、
こ
と
正
宮
で
の
祭
典
に

限
っ
て
見
て
み
る
と
、
九
月
神
嘗
祭
の
幣
帛
奉
納
に
関
す
る
箇
所
と
同
祭

公
卿
勅
使
参
向
の
際
の
宣
命
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
部
分
と
に
限
ら
れ
て

お
り
、
そ
の
他
の
正
宮
祭
典
で
は
「
正
員
禰
宜
…
…
」「
二
以
下
御
玉
串

ヲ
給
畢
奉
納
同
前
也
…
…
」
の
よ
う
に
一
禰
宜
以
下
の
禰
宜
全
員
が
同
様

の
所
作
を
す
る
か
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。
ま
た
、
正
宮
で
の
祭
典
以

外
の
部
分
で
は
正
月
の
白
散
御
食
や
宿
直
の
交
代
な
ど
の
記
事
で
も
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
や

『
延
喜
大
神
宮
式
』
に
は
詳
し
い
記
載
が
見
ら
れ
ず
、
比
較
す
る
こ
と
も

難
し
い
た
め
、
機
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い（

（1
（

。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
ま
ず
九
月
神
嘗
祭
の
幣
帛
奉
納
の
記
述
を
中
心
に
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確
認
し
て
み
よ
う
。

『
皇
太
神
宮
年
中
行
事
』
九
月

一
、
同
（
十
七
日
）
夕
部
、
斎
内
親
王
御
参
宮
之
間
次
第
又
以
同
前
也
。

但
今
度
ハ

宣
命
ヲ

被
二

造
下
一

例
也

（
中
略
）

宮
司
還
二

着
本
座
一

之
後
、
玉
串
奉
仕
如
二

前
一々

畢
後
、
鎰
取
内
人
立

レ

座
解
二

御
鎰
櫃
封
一

、
御
封
申
之
後
、
取
二

出
御
鎰
等
一

、
正
殿
ノ

御
鎰
ハ

一
禰
宜
ニ

渡
シ

、
東
寶
殿
ノ

御
鎰
二
禰
宜
二

渡
シ

、
西
寶
殿
ノ

御
鎰
ハ

三
禰
宜
ニ

渡
也
。
各
請
取
テ

奉
レ

相
二

具
官
幣
等
一

、
宮
司
共
ニ

参
二

入
瑞
垣
御
門
ノ

内
ニ
一

物
忌
父
等
官
幣
ヲ

奉
レ

持
次
第
如
二

六
月
御
祭
時
一

。
於
二

御
寶
前
一

奉

拝
ノ

座
跡
又
同
前
。
奉
拝
之
後
、
鎰
取
内
人
進
参
テ

、
一
禰
宜
ノ
令
二

捧

持
一

御
鏁
ノ
鎰
ノ
埼
ニ

押
付
タ
ル

宮
司
ノ

封
古
キ
ヲ

放
テ

、
向
二

宮
司
一

御
鎰
ノ
御

封
開
ト

申
テ

破
レ

之
。
其
後
一
禰
宜
召
二

大
物
忌
子
良
ヲ
一

相
二

具
母
良
一

参
ス

。

一
禰
宜
相
竝
テ

昇
殿
、
而
一
禰
宜
唐
鎰
ヲ

御
戸
ノ

鏁
ノ

目
ニ

差
入
ル

。
其
時
子

良
件
ノ

鎰
ニ

懸
レ

手
テ

帰
下
也
。
母
良
御
橋
ノ

本
ニ

祇
候
シ
テ

相
具
テ

帰
也
。
其

後
一
禰
宜
奉
レ

開
二

御
戸
一

、
御
鏁
ノ

鎰
并
御
鏁
ヲ

抽
テ

、
高
欄
ノ

東
ノ

脇
ノ

平

桁
ノ

上
ニ

置
ハ

、
鎰
取
内
人
参
寄
テ

件
御
鏁
ノ

鎰
ヲ

取
テ

、
御
階
ノ

男
柱
ノ

東
ノ

本

北
ニ

寄
テ

、
封
紙
ヲ

方
寸
許
ニ

切
テ

件
御
鎰
ノ

埼
ニ

押
付
テ

、
又
封
紙
一
筋
ヲ

掻
テ

相
二

具
墨
筆
一

進
二

寄
宮
司
前
一

。
其
時
宮
司
封
ヲ
書
、
先
御
鎰
ノ
埼
ニ
押

付
タ
ル
紙
、
次
ニ
一
筋
掻
具
タ
ル
志
弖
也
。
件
封
ハ

御
鎰
櫃
ニ

付
料
也
。

抑
御
戸
被
レ

開
之
後
、
傍
官
禰
宜
等
各
昇
殿
、
自
二

殿
内
一

取
二

出
楊
筥
一

官
幣
錦
綾
ヲ

入
奉
レ

納
。
又
於
二

御
稲
御
倉
一

為
二

神
主
ノ

沙
汰
一

奉
レ

織
御
衣

ノ

絹
同
奉
レ

納
之
後
奉
レ

閇
二

御
戸
ヲ

一

罷
下
也
。
次
於
二

御
寶
殿
一

拝
。
無
レ
手

。

但
以
前
ニ

鎰
取
内
人
進
二

参
一
禰
宜
之
前
一

、
彼
御
鏁
ノ

鎰
ヲ

一
禰
宜
ノ

奉
二

捧
持
一

唐
櫃
ニ

懸
テ

忩
帰
。
其
後
ニ

有
レ

拝
也
。
拝
畢
之
後
、
宮
司
神
主
各

罷
下
。
於
二

一
四
五
六
七
神
主
者
一

御
寶
前
ノ

東
方
瑞
垣
ニ

副
テ

向
レ

西
テ

以
レ

北
為
レ

上
祇
候
、
至
于
宮
司
并
二
三
禰
宜
等
、
者
不
着
座
通
過
、
宮
司

者
東
寶
殿
巽
方
瑞
垣
ニ

副
テ

以
レ

北
為
レ

上
西
向
着
。
二
禰
宜
者
奉
レ

開
二

東

寶
殿
一

、三
禰
宜
奉
レ

開
二

西
寶
殿
一

。
于
レ

時
鎰
取
内
人
参
両
二

寶
殿
前
一

、

御
戸
被
レ

付
タ
ル

古
封
自
二

二
三
禰
宜
等
之
手
一

請
取
ニ
ハ

、宮
司
之
前
ニ

蹲
踞
、

東
寶
殿
ノ

御
戸
御
封
開
、
西
寶
殿
ノ

御
戸
御
封
開
ト

申
テ

破
レ

之
。
又
宮
庁
ノ

目
代
一
人
進
二
レ

参
東
寶
殿
之
前
一

、
荷
前
御
調
絹
ノ

宮
司
進
納
文
ヲ

読
上
、

物
忌
父
等
拝
二

見
員
数
之
後
一

、
諸
別
宮
并
宮
比
矢
乃
波
々
木
ノ

御
料
ヲ

分

置
テ

其
残
奉
納
。
玉
串
大
内
人
并
大
物
忌
父
兄
部
各
件
絹
持
昇
殿
奉
納
。

又
三
禰
宜
ハ

西
寶
殿
奉
二

納
神
馬
奥
鞍
一

。
又
宮
司
自
鎰
取
内
人
之
手
請
二

取
封
紙
三
筋
一

各
レ

封
之
中
。

一
筋
ハ

荒
祭
宮
、
一
筋
ハ

東
寶
殿
、
一
筋
ハ

西
寶

殿
御
戸
ニ

奉
レ

付
料
理
也
。
而
於
二

荒
祭
御
料
調
絹
并
封
者
彼
宮
物
忌
父
一

自
二

北
御
門
参
入
一
シ
テ

請
取
帰
二

参
彼
宮
一

。
至
二

于
其
他
別
宮
并
宮
比
矢

乃
波
々
木
御
料
一

者
彼
祭
ノ

間
ハ

奉
二

納
外
幣
殿
一

也
。
又
二
三
禰
宜
各
自
二
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鎰
取
内
人
之
手
一

封
ヲ

請
取
テ

付
寶
殿
御
戸
之
後
退
下
テ

蹔
宮
司
ノ

前
ニ

蹲

踞
。
其
時
鎰
取
内
人
進
向
、
東
寶
殿
ノ

御
戸
御
封
畢
西
寶
殿
ノ

申
御
戸
終

申
退
帰
。
其
後
宮
司
并
神
主
各
退
出
也
。
一
二
三
神
主
各
所
レ

帯
御
鎰

等
於
二

八
重
榊
西
脇
一

鎰
取
内
人
即
請
預
テ

入
二

御
鎰
櫃
一

之
後
付
レ

封
付

封
、
向
二

宮
司
一

蹲
踞
御
鎰
櫃
ノ

御
封
畢
止
申
。
其
後
拝
八
度
手
両
端
。

　

以
上
、
甚
だ
長
文
の
史
料
と
な
る
が
主
な
内
容
は
こ
う
で
あ
る
。
玉
串

行
事
、
宣
命
・
祝
詞
の
奏
上
を
畢
え
た
後
、
ま
ず
鎰
取
内
人
が
御
鎰
唐
櫃

よ
り
御
鎰
を
取
り
出
し
、
正
殿
の
御
鎰
は
一
禰
宜
に
、
東
寶
殿
の
御
鎰
は

二
禰
宜
に
、西
寶
殿
の
御
鎰
は
三
禰
宜
に
そ
れ
ぞ
れ
渡
さ
れ
る
。そ
の
後
、

物
忌
父
ら
が
捧
持
つ
幣
帛
と
共
に
宮
司
と
禰
宜
以
下
の
神
職
が
内
院
（
瑞

垣
内
）
へ
参
入
す
る
。
内
院
へ
参
入
後
は
一
禰
宜
に
よ
っ
て
正
殿
の
御
扉

が
開
扉
さ
れ
る
訳
だ
が
、
そ
の
際
に
は
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
に
も
「
先

大
物
忌
戸
手
付
初
、
次
禰
宜
参
上
戸
開
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ま
ず
は
大
物

忌
が
御
扉（
鎰
）に
手
を
付
け
た
後
一
禰
宜
に
よ
っ
て
御
扉
が
開
か
れ
る
。

そ
し
て
、
御
扉
が
開
か
れ
る
と
「
傍
官
禰
宜
」
つ
ま
り
一
禰
宜
以
外
の
禰

宜
等
が
昇
殿
し（

（1
（

、
殿
内
よ
り
取
り
出
し
た
楊
筥
に
「
官
幣
錦
綾
」
等
を
納

め
奉
納
さ
れ
た
後
に
御
扉
は
閉
じ
ら
れ
、
一
禰
宜
が
捧
持
す
る
正
殿
の
御

鎰
も
鎰
取
内
人
に
手
渡
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

注
目
す
べ
き
は
そ
の
後
で
あ
る
。
一
禰
宜
と
四
～
七
禰
宜
が
内
院
東
瑞

垣
沿
い
に
西
側
を
向
い
て
著
座
す
る
の
と
は
別
に
、
宮
司
と
二
三
禰
宜
は

そ
れ
ぞ
れ
東
西
寶
殿
へ
と
向
か
う
。
そ
し
て
二
禰
宜
は
東
寶
殿
を
三
禰
宜

は
西
寶
殿
を
そ
れ
ぞ
れ
開
扉
し
、
鎰
取
内
人
は
開
扉
さ
れ
た
御
扉
の
封
祇

を
持
ち
宮
司
の
前
に
至
り
寶
殿
の
御
扉
が
開
扉
さ
れ
た
こ
と
を
報
告
す

る
。東
寶
殿
で
は
玉
串
大
内
人（
宇
治
大
内
人
）と
大
物
忌
父
の
手
に
よ
っ

て
荷
前
調
絹
が
納
め
ら
れ
、
西
寶
殿
で
は
三
禰
宜
自
ら
が
、
神
馬
の
鞍
を

殿
内
へ
と
納
め
て
い
る
。
各
寶
殿
で
の
奉
納
が
終
わ
っ
た
後
に
は
二
三
禰

宜
が
鎰
取
内
人
よ
り
封
祇
を
受
け
取
り
寶
殿
御
扉
を
封
印
し
降
殿
、
宮
司

の
前
に
至
り
蹲
踞
、
そ
こ
で
鎰
取
内
人
が
両
寶
殿
の
御
扉
が
封
じ
ら
れ
た

旨
を
報
告
し
た
後
に
内
院
を
退
出
、
一
二
三
禰
宜
が
そ
れ
ぞ
れ
捧
持
し
て

い
た
御
鎰
は
八
重
榊
脇
に
て
鎰
取
内
人
が
預
か
り
唐
櫃
に
納
め
宮
司
に
報

告
、
八
度
拝
を
以
て
一
連
の
行
事
は
終
了
と
な
る
。
こ
こ
に
到
り
初
め
て

二
禰
宜
以
下
の
詳
細
な
動
き
が
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
公
卿
勅
使
参
向
の
部
分
に
つ
い
て
も
見
て
み
よ
う
。

又
公
卿　

勅
使
参
宮
之
時
祇
承
宮
掌
束
帯
。
勅
使
令
レ

参
二

御
塩
湯
所
一

之
間
次
第
行
事
如
二

九
月
御
祭
之
時
一

。
但
三
色
物
忌
父
兄
部
等
皆
着
二

束
帯
明
衣
一

。
於
二

御
塩
湯
所
一

勅
使
與
二

神
主
一

答
拝
、
次
御
手
水
役

権
神
主

着
束
帯
。
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（
中
略
）

御
玉
串
奉
仕
并
参
二

入
御
内
ニ

一

及
奉
レ

開
二

御
戸
一

奉
二

納
御
神
寶
等
一

次
第

同
二

于
九
月
御
祭
之
時
一

。
但
レ

奉
開
二

御
戸
一

之
後
、
四
禰
宜
参
二

勅
使
御

許
一

、
被
二

御
戸
開
一

御
之
由
申
。
其
時
勅
使
差
レ

笏
令
レ

讀
二

上
白
紙
宣
命

ヲ
一

給
。
四
禰
宜
帰
参
之
後
、
奉
二

納
御
神
寶
等
一

例
也
。
但
於
二

御
神
寶

御
装
束
一

者
自
二

南
正
面
一

持
参
、
至
二

于
錦
綾
一

者
自
レ

昇
レ

階
西
従
二

高
欄

上
一

禰
宜
等
請
取
テ

奉
納
也
。
畢
後
奉
レ

閇
二

御
戸
ヲ

一

各
退
出
。

　

こ
ち
ら
に
は
、
四
禰
宜
の
独
立
し
た
所
作
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
奉
二

納

御
神
寶
等
一

次
第
同
二

于
九
月
御
祭
之
時
一

」
と
あ
る
よ
う
に
、
基
本
的
に

は
先
に
示
し
た
九
月
神
嘗
祭
の
幣
帛
奉
納
の
次
第
と
同
じ
と
考
え
ら
れ
る

が
、
途
中
四
禰
宜
だ
け
が
異
な
る
所
作
を
す
る
こ
と
と
な
る
。
正
殿
の
御

扉
が
開
扉
さ
れ
た
後
、
通
常
で
あ
れ
ば
「
傍
官
禰
宜
等
各
昇
殿
、
自
二

殿

内
一

取
二

出
楊
筥
一

官
幣
錦
綾
ヲ

入
奉
レ

納
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
二
禰
宜
以
下

が
正
殿
殿
上
に
昇
殿
し
幣
帛
奉
納
が
行
わ
れ
る
訳
だ
が
、
こ
こ
で
は
正
殿

御
扉
が
開
か
れ
た
後
、
四
禰
宜
が
勅
使
の
許
へ
下
が
り
、
御
扉
が
開
扉
さ

れ
た
旨
を
報
告
し
、
そ
れ
を
受
け
て
宣
命
奏
上
と
な
る
。
そ
し
て
、
四
禰

宜
が
戻
り
次
第
「
御
神
寶
等
」
の
奉
納
と
な
る
。

　

こ
こ
で
は
、
な
ぜ
四
禰
宜
か
と
い
う
と
こ
ろ
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
恐
ら
く
は
一
禰
宜
は
正
殿
の
、
そ
し
て
二
三
禰
宜
は
そ
れ
ぞ
れ
東

西
寶
殿
の
御
鎰
を
預
か
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
古
代
よ
り
一
貫
し
た
御
鎰

の
厳
重
な
管
理
状
況
に
鑑
み
る
に
、
僅
か
な
時
間
と
い
え
ど
も
御
鎰
か
ら

離
れ
る
こ
と
が
憚
ら
れ
た
た
め
、
次
席
と
な
る
四
禰
宜
の
所
役
と
な
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
皇
太
神
宮
年
中
行
事
』
九
月
神
嘗
祭
の
記
事
で
は
、

二
禰
宜
と
三
禰
宜
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
東
西
両
寶
殿
の
開
扉
所
役
と
し

て
明
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
四
禰
宜
も
ま
た
勅
使
へ
正
殿
御
扉
が
開
扉

さ
れ
た
旨
を
伝
え
る
所
役
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
神
嘗
祭
と
同
じ
よ
う
に

御
扉
開
扉
の
所
作
が
必
要
な
月
次
祭
や
神
衣
祭
と
比
較
し
て
み
て
も
、
一

禰
宜
以
外
の
傍
官
禰
宜
が
何
か
独
立
し
た
所
役
を
担
っ
て
い
た
と
い
う
記

事
は
見
当
た
ら
ず
、
こ
の
神
嘗
祭
に
関
す
る
一
連
の
記
述
は
傍
官
禰
宜
の

所
役
を
検
討
し
て
い
く
上
で
も
非
常
に
重
要
な
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で

あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

続
い
て
『
建
久
元
年
内
宮
遷
宮
記
』
の
記
事
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。

　
『
建
久
元
年
内
宮
遷
宮
記
』

建
久
元
年
九
月

十
六
日

（
前
略
）

次
御
鎰
櫃
御
封
開
之
由
申
之
、
次
禰
宜
宮
司
参
入
自
二

西
方
一

参
祭
主
自
二

東
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方
一

参
入
、
各
入
二

瑞
垣
御
門
一

、
向
二

御
殿
一

烈
居
東
上

、
鎰
取
内
人
申
二

御

鎰
御
封
開
之
由
一

、
次
子
良
参
、
一
禰
宜
持
二

御
鎰
一

相
具
参
上
、
御
戸

奉
レ

開
子
良
奉

レ

懸
レ

手
、
次
火
燈
役
人
成
重
二
禰
宜
子
、
家
長
長
官
息

、
自
二

御
橋
左
右
一

参
昇
御
燈
捧
持
、
次
傍
官
禰
宜
参
上
、
于
レ

時
祭
主
東
方
立
、
宮
司
西
立
、

召
立
役
人
東
立
、
自
二

祭
主

一

頗
南
方
、
先
前
陣
取
物
召
立
了
、
先
陣
取
物
自
二

御

倉
一

奉
レ

出
、仍
只
讀
立
許
也
、但
御
櫛
御
鏡
筥
等
、自
二

本
宮
一

奉
レ

出
之
、

於
二

新
調
一

者
、
依
レ

為
二

出
坐
具
一

、
奉
二

納
新
宮
一

已
畢
之
故
也
、
次
後

陣
取
物
、
随
二

召
立
一

自
二

御
殿
一

奉
レ

出
之
、
次
奏
二

鶏
鳴
一

于
レ

時
出
御
、

一
二
禰
宜
奉
二

戴
御
體
一

、三
五
六
成
良

奉
二

相
副
一

、
玉
串
貞
成
奉
二

戴
左
相

殿
一

、七
神
主
奉
二

相
副
一
御
後
方

奉
戴
也
、
物
忌
末
貞
奉
二

戴
右
相
殿
一

、
禰
宜
代

成
仲
四
元
雅

故
障
替
奉
二

相
副
一
御
後
方

奉
戴
也
出
御
次
第
、
先
御
體
、
次
左
相
殿
、
次
右

相
殿
供
奉
行
事

有
二

口
傳
一

左
右
火
燈
役
人
御
戸
張
ヲ

舁
上
、
絹
垣
役
人
等
進
参
御
橋

左
右
地
下
祭
主
先
参
、
警
蹕
微
音
宮
司
後
陣
、
自
南
門
出
御
、

（
後
略
）

　

こ
の
『
建
久
元
年
内
宮
遷
宮
記
』
か
ら
は
、
遷
御
そ
の
も
の
の
所
役
の

動
き
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
禰
宜
に
関
係
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
正

宮
相
殿
神
の
御
神
体
を
奉
戴
す
る
所
役
に
禰
宜
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。
正
宮
御
神
体
は
一
二
禰
宜
が
奉
戴
し
三
五
六
禰
宜
が
副

奉
る
、
左
相
殿
は
玉
串
内
人
（
宇
治
大
内
人
）
が
奉
戴
し
、
七
禰
宜
が
副

い
奉
る
、
そ
し
て
右
相
殿
は
物
忌
（
大
物
忌
父
）
が
奉
戴
し
、
禰
宜
代
（
四

禰
宜
の
替
わ
り
）
が
副
い
奉
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
「
奉
相
副
」

と
記
さ
れ
て
は
い
て
も
、
そ
の
下
に
「
御
後
方
奉
戴
也
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、左
相
殿
は
玉
串
内
人
と
七
禰
宜
が
そ
れ
ぞ
れ
御
神
体
の
前
と
後
ろ
を
、

右
相
殿
は
物
忌
（
大
物
忌
父
）
と
禰
宜
代
が
左
相
殿
と
同
様
に
前
後
で
奉

戴
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
記
述
で
は
っ
き
り
し
た
の
は
、

建
久
元
年
当
時
禰
宜
は
七
員
ま
で
増
員
さ
れ
た
中
で
あ
っ
て
も
、
左
右
相

殿
の
奉
戴
は
玉
串
内
人
（
宇
治
大
内
人
）
と
物
忌
（
大
物
忌
父
）
が
主
と

し
て
担
っ
て
お
り
、
職
掌
と
し
て
の
序
列
は
と
も
か
く
祭
祀
の
中
に
お
け

る
所
役
の
順
位
と
し
て
は
、
決
し
て
禰
宜
の
下
位
に
位
置
し
て
い
た
訳
で

は
な
く
、『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
に
記
さ
れ
た
様
子
と
何
ら
変
わ
る
こ
と

な
く
左
右
相
殿
の
奉
戴
を
奉
仕
し
て
い
た
。
換
言
す
れ
ば
、
職
掌
上
の
序

列
を
超
え
た
と
し
て
も
そ
の
職
掌
が
担
う
べ
き
所
役
と
い
う
も
の
が
強
く

意
識
さ
れ
て
い
た
と
も
言
え
よ
う
。

職
掌
の
席
次
と
所
役

　

平
安
時
代
初
期
に
編
纂
さ
れ
た
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
と
『
止
由
気
宮

儀
式
帳
』
か
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
掌
に
厳
格
な
奉
仕
が
求
め
ら
れ
て
い

る
と
共
に
、
祭
祀
に
お
け
る
所
役
に
つ
い
て
も
そ
の
席
次
と
職
掌
に
よ
っ

て
細
か
く
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
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古
代
伊
勢
神
宮
に
お
い
て
は
、
統
括
行
政
職
と
し
て
の
大
神
宮
司
の
統

括
の
も
と
、
内
外
両
宮
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
禰
宜
、
大
内
人
、
物
忌
ら
の

神
職
が
祭
祀
専
門
職
と
し
て
神
前
に
奉
仕
し
て
い
た
。『
延
喜
大
神
宮
式
』

に
よ
る
と
、
内
宮
の
禰
宜
が
従
七
位
、
外
宮
の
禰
宜
が
従
八
位
の
官
と
定

め
ら
れ
る
と
共
に
、大
内
人
、物
忌
ら
に
至
る
ま
で
雑
任
の
待
遇
を
受
け
、

そ
の
任
用
に
つ
い
て
も
全
て
度
会
郡
の
人
か
ら
任
ず
る
こ
と
が
定
め
ら
れ

て
い
た
。

　
『
延
暦
儀
式
帳
』
の
職
掌
に
関
す
る
条
文
に
は
、
禰
宜
以
下
の
神
職
に

つ
い
て
そ
の
由
来
や
役
割
、
祭
典
に
お
け
る
所
役
な
ど
に
つ
い
て
記
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
月
記
条
に
は
年
中
恒
例
の
祭
典
諸
儀
式
に
つ
い
て
、
ど
の

職
掌
の
者
が
ど
の
よ
う
な
所
作
を
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
詳
細

に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
そ
れ
ら
儀
式
帳
の
記
述
内
容
か
ら

禰
宜
以
下
の
職
掌
が
ど
の
よ
う
な
序
列
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
確

認
し
て
お
き
た
い
。

　
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
の
職
掌
条
に
は
、

一
、
職
掌
雑
任
肆
拾
参
人
禰
宜
一
人
、
大
内
人
三
人
、
物
忌
十
三

人
、
物
忌
父
十
三
人
、
小
内
人
十
三
人
。

　

天
照
坐
太
神
宮
貳
拾
壱
烟
禰
宜
一
烟
、
大
内
人
三
烟
、

物
忌
九
烟
、
小
内
人
八
烟

　
　

所
管
四
宮
九
烟
内
人
五
烟
、

物
忌
四
烟

　

禰
宜　

大
初
位
上
神
主
公
成

　
（
中
略
）

右
大
内
人
物
忌
以
下
、
御
馬
飼
内
人
以
上
、
掛
畏
皇
大
神
臨
二

興
此
土
一

、

建
二

大
宮
一

、
初
八
十
氏
部
卜
食
補
任
日
、
後
家
之
雑
罪
事
祓
清
、
迄
二

今

止
一

、
重
預
職
掌
供
奉
、
行
事
具
件
如
レ

前
、
又
上
下
具
顕
二

祭
行
事
條
一

。

　

と
あ
り
、
禰
宜
に
つ
い
て
の
記
述
の
後
に
は
、
宇
治
大
内
人
、
内
人
（
大

内
人
）
二
人
、
大
物
忌
・
同
父
、
宮
守
物
忌
・
同
父
、
地
祭
物
忌
・
同
父
、

酒
作
物
忌
・
同
父
、
清
酒
作
物
忌
・
同
父
、
瀧
祭
物
忌
・
同
父
、
御
塩
焼

物
忌
・
同
父
、
土
師
器
作
物
忌
・
同
父
、
御
笥
作
内
人
、
忌
鍛
冶
内
人
、

陶
器
作
内
人
、
御
笠
縫
内
人
、
日
祈
内
人
、
御
巫
内
人
、
山
向
物
忌
・
同

父
、
御
馬
飼
内
人
が
列
記
さ
れ
、
そ
の
補
任
の
日
よ
り
神
事
に
専
従
す
る

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
職
掌
の
序
列
に
関
し
て
は
外
宮
の
場
合
も
同
様
で
、『
止
由
気

宮
儀
式
帳
』
に
も
大
内
人
や
物
忌
、
小
内
人
ら
の
記
述
に
少
な
か
ら
ず
差

異
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
禰
宜
、
大
内
人
、
物
忌
、
物
忌
父
、
小
内
人

と
い
う
職
掌
の
序
列
に
変
化
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　

そ
し
て
こ
の
職
掌
の
序
列
に
関
し
て
『
延
喜
大
神
宮
式
』
を
改
め
て
確

認
し
て
み
る
と
、
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『
延
喜
大
神
宮
式
』

伊
勢
太
神
宮

太
神
宮
三
座　
在
度
会
郡
宇
治

郷
五
十
鈴
河
上

　

天
照
太
神
一
座

　

相
殿
神
二
座

　
　

�

祢
宜
一
人
従
七
位
官　

大
内
人
四
人　

物
忌
九
人
童
男
一
人

童
女
八
人
。
父
九

人　

小
内
人
九
人

荒
祭
宮
一
座　
太
神
荒
魂
、
去
二

太

神
宮
北
一

二
十
四
丈

　
　

内
人
二
人　

物
忌
、
父
各
一
人

　

右
二
宮
祈
年
、
月
次
、
神
甞
、
神
衣
等
祭
供
之

伊
佐
奈
岐
宮
二
座
去
二

太
神
宮
一

北
三
里　
　

　

伊
弉
諾
尊
一
座

　

伊
弉
冊
尊
一
座

月
読
宮
二
座
去
二

太
神
宮
一

北
三
里　
　

　

月
夜
見
命
一
座

　

荒
魂
命
一
座

滝
原
宮
一
座　
太
神
遥
宮
、
在
二

伊
勢
與
志
摩
境

山
中
一

、
去
二

太
神
宮
一

西
九
十
里

滝
原
並
宮
一
座　

太
神
遥
宮
、
在
二

滝
原
宮
地
内
一

伊
雑
宮
一
座　

太
神
遥
宮
、
在
二

志
摩
国
答
志
郡
一

、

去
二

太
神
宮
一

南
八
十
三
里

右
諸
別
宮
、
祈
年
、
月
次
、
神
甞
等
祭
供
之
、
就
中
滝
原
並
宮
、
伊
雑
宮

不
レ

預
二

月
次
一

、
其
宮
別
各
内
人
二
人
、
其
一
人
用
二

八
位
已
上
并
蔭
子

孫
一

　

物
忌
、
父
各
一
人
、
但
月
読
宮
加
二

御
巫
内
人
一
人
一

度
会
宮
四
座　

在
二

度
会
郡
沼
木
郷
山
田
原
一

、
去
二

太
神
宮
西
七
里
一

　

豊
受
太
神
一
座

　

相
殿
神
三
座

　
　

禰
宜
一
人　

従
八
位
官
、
大
内
人
四
人
、
物
忌
六
人
、
父
六
人
、
小

内
人
八
人

多
賀
宮
一
座　
豊
受
太
神
荒
魂
、
去

二

神
宮
一

南
六
十
丈

　
　

内
人
二
人
、
物
忌
、
父
各
一
人

右
二
宮
祈
年
、
月
次
、
神
嘗
等
祭
供
之

凡
二
所
太
神
宮
禰
宜
、
大
小
内
人
、
物
忌
、
諸
別
宮
内
人
、
物
忌
等
、
並

任
二

度
会
郡
人
一

。
但
伊
雑
宮
内
人
二
人
、
物
忌
、
父
等
。
任
志
摩
国
神
戸

人
　

と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
平
安
時
代
前
期
の
伊
勢
神
宮
に
お
い
て
は
、
職

掌
の
序
列
は
禰
宜
、
宇
治
大
内
人
、
大
内
人
、
物
忌
、
物
忌
父
、
小
内
人

と
い
う
順
で
確
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。

　

で
は
こ
の
所
役
の
序
列
は
、
実
際
の
祭
典
の
中
で
は
ど
の
よ
う
に
意
識

さ
れ
適
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
ち
ら
も
『
延
暦
儀
式
帳
』
の
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記
述
か
ら
読
み
解
い
て
い
こ
う
。

　

例
え
ば
、
式
年
遷
宮
の
遷
御
の
儀
の
際
に
は
ど
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
か
と
い
う
と
、「
立
先
禰
宜
、
次
宇
治
大
内
人
、
次
大
物
忌
父
、
次
諸

内
人
物
忌
等
、
…
…
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
基
本
的
に
は
職
掌
の
序
列
と

同
様
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
二
月
祈
年
祭
の
三
重
着
版
の
際
に
も

『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
一
、
年
中
行
事
并
月
記
事　

二
月
例

（
前
略
）

　

次
驛
使
、
次
大
神
宮
司
、
次
禰
宜
、
次
宇
治
内
人
、
次
二
人
大
内
人
、

以
上
六
人
、
正
殿
向
跪
列
就
二

版
位
一

侍
。
内
物
忌
子
等
、
御
門
腋
東
西

頭
侍
。
内
物
忌
父
四
人
、
諸
々
内
人
、
物
忌
父
等
、
以
西
玉
垣
門
二
丈

許
内
方
進
、
向
レ

東
跪
列
侍　
（
後
略
）

　

と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
ち
ら
も
概
ね
職
掌
の
席
次
の
順
に
著
版
の
場
所

も
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
い
知
れ
よ
う
。
し
か
し
『
皇
太
神
宮
儀
式

帳
』
か
ら
は
、
こ
の
職
掌
の
序
列
に
よ
っ
て
祭
典
上
の
重
要
な
所
役
が
割

り
当
て
ら
れ
る
と
い
う
ル
ー
ル
に
該
当
し
な
い
例
も
見
つ
け
る
こ
と
が
で

き
る
。

『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
一
、
年
中
行
事
并
月
記
事　

六
月
例

（
前
略
）

即
禰
宜
御
鎰
給
、
大
物
忌
乎

先
率
立
弖

、
内
院
参
入
。
次
大
神
宮
司
、
次

大
内
人
等
明
曳
御
調
糸
参
入
。
然
即
大
物
忌
父
、
開
二

東
寶
殿
一

、
御
調

糸
進
入
畢
。
即
罷
出
就
二

付
本
坐
一

訖
。

　
（
後
略
）

『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
一
、
年
中
行
事
并
月
記
事　

九
月
例

（
前
略
）

禰
宜
先
立
、
御
鎰
大
物
忌
子
持
弖

、
前
率
立
弖

内
院
参
入
。
次
宇
治
内
人
、

次
大
神
宮
司
、
次
大
内
人
。
参
持
物
波

忌
部
乃

進
置
留

朝
廷
幣
帛
并

御
馬
鞍

具
。
然
禰
宜
開
二

正
殿
一
弖

、
幣
帛
物
奉
入
畢
。
次
織
御
衣
服
、
此
禰
宜

仕
奉
織
御
衣
絹
二
匹
、
又
宇
治
内
人
織
御
衣
絹
一
匹
。
次
大
物
忌
父

開
二

東
幣
帛
殿
一

、御
馬
鞍
具
進
上
畢
時
、罷
出
弖

到
二

付
本
坐
一

訖
。（
後
略
）

　

右
に
挙
げ
た
の
は
、
六
月
月
次
祭
と
九
月
神
嘗
祭
の
幣
帛
奉
納
に
関
す

る
記
述
で
あ
る
。
月
次
祭
の
記
述
で
は
、
大
物
忌
父
が
東
寶
殿
を
開
扉
し

御
調
糸
を
納
め
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。ま
た
神
嘗
祭
の
記
述
で
は
、

禰
宜
が
正
殿
を
開
扉
し
幣
帛
を
奉
納
す
る
一
方
、
大
物
忌
父
が
東
寶
殿
を

開
扉
し
御
馬
の
鞍
を
殿
内
に
納
め
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、

東
寶
殿
の
開
扉
に
携
わ
っ
て
い
る
の
が
、
大
物
忌
父
で
あ
る
と
い
う
点
で
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あ
る
。
前
述
し
た
職
掌
の
序
列
に
従
う
の
で
あ
れ
ば
、
大
物
忌
父
よ
り
も

上
席
に
大
内
人
が
い
る
は
ず
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
宇
治
大
内
人
と

大
内
人
は
「
次
大
内
人
等
明
曳
御
調
糸
参
入
」「
前
率
立
弖

内
院
参
入
。
次

宇
治
内
人
、
次
大
神
宮
司
、
次
大
内
人
。
参
持
物
波

忌
部
乃

進
置
留

朝
廷
幣

帛
并

御
馬
鞍
具
」
と
あ
る
よ
う
に
、
内
院
に
い
な
か
っ
た
と
い
う
訳
で
は

な
い
。
い
ず
れ
の
祭
典
に
お
い
て
も
明
曳
御
調
糸
や
朝
廷
幣
帛
を
内
院
ま

で
運
び
込
む
役
割
を
担
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
職
掌
の
序
列
だ
け

で
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
大
物
忌
父
よ
り
も
上
席
に
あ
た
る
宇
治
大
内
人

や
大
内
人
が
東
寶
殿
の
開
扉
に
携
わ
っ
て
い
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な

い
は
ず
で
あ
る（

（1
（

。
次
項
で
は
こ
の
席
次
と
所
役
の
逆
転
に
つ
い
て
詳
し
く

検
討
し
て
い
き
た
い
。

寶
殿
御
扉
開
扉
に
お
け
る
所
役
の
変
化

　

こ
の
東
寶
殿
御
扉
開
扉
に
お
け
る
席
次
と
所
役
の
逆
転
に
つ
い
て
、
以

前
拙
稿
で
は
参
籠
と
の
関
係
性
を
指
摘
し
た（

（1
（

。
古
く
よ
り
伊
勢
神
宮
に
お

い
て
は
神
饌
の
調
理
や
奉
奠
、
殿
上
へ
の
昇
殿
、
祓
い
の
奉
仕
な
ど
様
々

な
場
面
で
斎
戒
が
求
め
ら
れ
、
具
体
的
に
は
斎
館
内
に
お
い
て
穢
れ
を
忌

避
し
な
が
ら
生
活
を
送
る
「
参
籠
」
と
い
う
形
に
よ
り
祭
典
に
臨
ん
で
の

清
浄
が
期
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
斎
戒
の
原
型
は
中
世
ま
で
に
は

確
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
史
料
に
見
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
そ
の
端
緒
は

『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
の
時
代
、
つ
ま
り
平
安
時
代
初
期
に
は
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

『
皇
太
神
宮
年
中
行
事
』
九
月
十
七
日

件
日
祭
礼
當
時
勤
行
之
儀
式
并
昇
殿
忌
火
潔
斎
之
次
第
能
々
可
二

思
慮
一

者
也
。
御
饌
直
會
ハ

昇
殿
以
後
可
レ

載
レ

之
。
先
以
二

清
火
一

髪
ヲ

洗
、
行
水

ヲ

用
、
新
キ

櫛
ヲ

可
レ

用
。
件
火
ヲ

消
シ

又
以
二

清
火
一

食
物
ヲ

調
備
ス

。
件
器
皆

新
ヲ

用
、
額
付
ハ

以
二

忌
火
之
飯
一

作
レ

之
、
以
二

渋
柿
等
一

可
レ

付
也
。
又
今

日
僧
尼
服
気
之
輩
女
人
ヲ

不
レ

入
二

宿
館
ノ
内
一

。
諸
公
事
并
書
状
ヲ

書
読

忌
レ

之
。
又
五
辛
魚
鳥
ヲ

不
レ

喰
。
但
鳥
ト

風
呂
ト
ハ

七
日
間
参
籠
中
忌
レ

之
。

（
後
略
）

　

そ
の
「
参
籠
」
と
い
う
斎
戒
の
意
識
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
示
し
た
よ
う

に
正
宮
の
御
殿
上
（
正
殿
や
東
西
寶
殿
）
に
昇
殿
し
奉
仕
す
る
た
め
に
は

七
日
間
の
「
参
籠
」
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
大
物
忌
と
共
に
恒
常

的
な
「
参
籠
」
状
態
に
あ
る
大
物
忌
父
が
東
方
殿
の
開
扉
を
担
っ
た
と
い

う
可
能
性
を
検
証
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
参
籠
」
と
い
う
点

だ
け
で
は
大
物
忌
父
が
開
扉
の
所
作
を
行
う
理
由
と
し
て
は
い
さ
さ
か
不

十
分
で
あ
る
。
ま
ず
禰
宜
は
大
物
忌
父
と
同
様
に
恒
常
的
な
「
参
籠
」
状

態
に
あ
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
の
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
東
寶
殿
開
扉
の
際
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に
は
正
殿
の
御
鎰
を
預
か
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
東
寶
殿
を
開
扉
す
る
の

は
難
し
い（

（1
（

。
そ
し
て
宇
治
大
内
人
と
大
内
人
は
、『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』

の
記
載
を
見
る
限
り
、
禰
宜
や
大
物
忌
父
ほ
ど
厳
重
な
斎
戒
下
に
あ
っ
た

と
は
考
え
に
く
い
も
の
の
、
宿
直
勤
番
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
十
日
を

区
切
り
と
し
て
交
代
で
宿
直
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
十
七
日
の
祭

典
当
日
に
は
最
低
で
も
一
名
は
必
ず
「
参
籠
」
状
態
の
大
内
人
が
い
た
と

考
え
ら
れ
よ
う
。

　

そ
う
考
え
る
と
、「
参
籠
」
以
外
に
も
、
大
物
忌
父
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
理
由
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
そ
の
理
由
を
推
し
は

か
る
と
す
れ
ば
、
席
次
で
は
な
く
や
は
り
そ
の
「
職
掌
」
に
割
り
当
て
ら

れ
た
所
役
の
所
似
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
伺
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
大
物
忌

父
で
あ
る
が
故
に
開
扉
と
い
う
所
役
が
配
役
さ
れ
た
可
能
性
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
先
学
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
中
西
正

幸
氏（

（1
（

は
大
物
忌
の
職
掌
を
論
ず
る
に
あ
た
り
、そ
の
役
割
は
正
殿
開
閉
扉
、

大
御
饌
供
撤
、
心
御
柱
奉
護
に
あ
る
も
の
と
し
、
近
世
期
に
は
御
鎰
を
全

て
子
良
館
が
管
理
し
て
い
た
点
を
指
摘
。
ま
た
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
に

も
見
え
る
「
手
付
初
」
の
所
作
を
「
大
物
忌
が
御
鎮
座
の
は
じ
め
か
ら
神

前
に
近
侍
し
て
、
御
殿
を
守
護
す
る
第
一
線
に
あ
っ
た
事
情
を
つ
ぶ
さ
に

物
語
る
も
の
」
論
じ
、
大
物
忌
の
職
掌
に
正
殿
の
開
閉
扉
が
重
要
な
も
の

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
点
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
は

先
に
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
近
世
の
神
宮
祠
官
で
あ
り
優
れ
た
考
証
学
者

で
も
あ
っ
た
薗
田
守
良
は
、
そ
の
著
書
『
神
宮
典
略（

（1
（

』
の
中
で
「
延
暦
の

昔
も
今
も
異
な
る
事
な
し
。
此
大
物
忌
は
童
女
に
し
て
、
御
鎰
を
持
得
ざ

れ
ば
禰
宜
の
捧
持
て
る
事
と
聞
ゆ
」
と
述
べ
、
本
来
的
に
は
正
殿
開
閉
扉

は
大
物
忌
が
担
う
べ
き
役
割
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
。
そ
し

て
ま
た
、
同
書
大
物
忌
父
の
項
目
で
は
、『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
に
「
亦

父
毛

子
毛

共
忌
慎
供
奉
。」
と
あ
る
こ
と
に
注
目
し
「
其
童
女
を
輔
佐
け
て

其
職
を
勤
め
行
は
し
む
る
役
に
て
、
其
職
掌
大
略
大
物
忌
に
異
な
ら
ず
」

と
し
、
父
は
大
物
忌
を
補
佐
す
る
役
と
し
て
そ
の
職
掌
に
つ
い
て
も
大
物

忌
と
同
様
の
も
の
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る（

（1
（

。
こ
れ
ら
の
指
摘
か
ら
も
わ

か
る
よ
う
に
、
神
宮
内
に
は
潜
在
的
な
部
分
で
御
扉
開
扉
は
大
物
忌
の
司

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
大
物
忌
父
も
御
鎰
を
預
り
御
扉
を
開
閉
す
る
も
の
と

い
う
意
識
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
は
そ
の
職
掌
に
由
来
す
る
祭

典
上
の
所
役
は
、
職
掌
の
序
列
よ
り
も
そ
の
由
来
の
部
分
に
依
拠
す
る
と

こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
大
物
忌
父
が
御
扉
開
閉
に
奉
仕
す
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、
大
物
忌
の
職
掌
に
由
来
す
る
と
い
う
理
由
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で

き
た
わ
け
だ
が
、
こ
れ
が
時
代
を
下
る
と
異
な
る
動
き
を
見
せ
る
よ
う
に

な
る
。『
皇
太
神
宮
年
中
行
事
』
の
九
月
神
嘗
祭
の
記
述
で
は
、「
二
禰
宜

者
奉
レ

開
二

東
寶
殿
一

、三
禰
宜
奉
レ

開
二

西
寶
殿
一

。」
と
、
東
西
寶
殿
が
二
禰
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宜
と
三
禰
宜
に
よ
っ
て
開
扉
さ
れ
る
と
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
に
所
役
を
変
更
す
る
ほ
ど
の
意
識
に
変
化
が
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
同
じ
時
代
の
史
料
か
ら
は
、
そ
う
し
た
変
化
に

相
反
す
る
事
柄
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。例
え
ば
、先
に
挙
げ
た『
建

久
元
年
内
宮
遷
宮
記
』
に
は
、

『
建
久
元
年
内
宮
遷
宮
記
』

　

建
久
元
年
九
月

　
　

十
六
日

（
前
略
）

一
二
禰
宜
奉
二

戴
御
體
一

、三
五
六
成
良

奉
二

相
副
一

、
玉
串
貞
成
奉
二

戴
左
相

殿
一

、七
神
主
奉
二

相
副
一
御
後
方

奉
戴
也
、
物
忌
末
貞
奉
二

戴
右
相
殿
一

、
禰
宜
代

成
仲
四
元
雅

故
障
替
奉
二

相
副
一
御
後
方

奉
戴
也

（
後
略
）

　

と
あ
り
、
禰
宜
が
七
員
に
増
員
さ
れ
た
と
し
て
も
、
左
右
相
殿
神
の
遷

座
に
は
玉
串
内
人
と
大
物
忌
父
が
中
心
と
な
っ
て
奉
仕
し
、
七
禰
宜
と
禰

宜
代
は
あ
く
ま
で
玉
串
内
人
と
大
物
忌
父
を
補
佐
す
る
立
場
と
し
て
記
さ

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
の
「
正
體
乎
波

禰
宜

頂
奉
、
相
殿
神
東
方
坐
宇
治
内
人
頂
奉
、
西
方
坐
大
物
忌
父
頂
奉
遷
奉
。」

と
い
う
記
述
と
も
合
致
し
、
こ
の
遷
御
の
儀
に
お
い
て
は
職
掌
の
序
列
に

関
わ
ら
ず
そ
の
職
掌
が
担
う
所
役
に
つ
い
て
の
意
識
は
変
わ
る
こ
と
な
く

伝
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
同
じ
時
代
に
職
掌
の

所
役
に
関
し
て
相
反
す
る
意
識
を
見
て
取
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
相
反
す

る
意
識
の
せ
め
ぎ
合
い
が
表
面
化
す
る
よ
う
に
な
る
の
も
こ
の
時
代
の
特

徴
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
『
建
久
元
年
内
宮
遷
宮
記
』
と
比
べ
る
と
『
皇
太
神
宮
年
中
行
事
』
は
、

禰
宜
の
所
役
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
く
記
し
て
い
る
。
上
述
し
た
九
月
神
嘗

祭
の
東
西
寶
殿
開
扉
の
動
き
で
も
確
認
で
き
る
が
、
こ
の
他
に
禰
宜
が
担

う
よ
う
に
な
っ
た
所
役
と
し
て
参
進
時
に
お
け
る
前
陣
所
役
も
あ
げ
る
こ

と
が
で
き
る（

（1
（

。
こ
れ
は
祭
使
参
向
の
際
に
正
宮
ま
で
の
参
進
の
間
、
禰
宜

が
前
陣
と
し
て
列
の
先
頭
を
務
め
る
訳
だ
が
、『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
で

は
そ
の
所
役
は
禰
宜
と
宇
治
大
内
人
が
配
役
さ
れ
て
い
る
。
鑑
み
る
に
、

こ
れ
は
本
来
禰
宜
が
前
陣
と
し
て
担
う
べ
き
と
こ
ろ
を
、
禰
宜
が
一
員
で

あ
っ
た
こ
と
で
左
右
の
片
側
を
宇
治
大
内
人
が
担
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
、

そ
こ
に
禰
宜
が
増
員
さ
れ
た
こ
と
で
、
宇
治
大
内
人
か
ら
禰
宜
に
変
化
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
前
陣
と
い
う
所
役
は
禰
宜
が
担
う

役
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
潜
在
的
に
あ
っ
た
為
で
あ
ろ
う
。

　

と
も
す
れ
ば
、他
の
職
掌
の
所
役
を
侵
す
こ
と
な
く
、「
禰
宜
が
担
う
役
」
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と
い
う
意
識
の
よ
う
に
、
禰
宜
が
そ
の
所
役
を
務
め
て
も
理
由
が
た
つ
部

分
に
関
し
て
は
二
禰
宜
以
下
の
禰
宜
が
担
う
よ
う
に
な
っ
た
可
能
性
を
説

明
で
き
よ
う
。
こ
の
こ
と
を
東
西
寶
殿
の
開
扉
に
あ
て
は
め
説
明
し
て
み

よ
う
。
御
扉
開
閉
は
本
義
的
に
は
大
物
忌
の
職
掌
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

実
際
の
と
こ
ろ
は
そ
の
御
扉
や
鎰
の
大
き
さ
か
ら
「
手
付
初
」
の
所
作
を

す
る
に
と
ど
ま
り
、
御
鎰
の
取
り
扱
い
や
御
扉
の
開
閉
扉
は
禰
宜
が
行
っ

て
い
た
。『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
の
時
代
は
禰
宜
が
一
員
で
あ
っ
た
た
め
、

祭
典
内
で
二
つ
の
御
鎰
を
持
つ
こ
と
は
難
し
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
東

寶
殿
の
開
閉
扉
に
つ
い
て
は
本
義
的
な
職
掌
で
あ
っ
た
大
物
忌
に
縁
の
あ

る
大
物
忌
父
が
担
う
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
禰
宜
が
増

員
さ
れ
る
過
程
で
、
禰
宜
が
担
う
べ
き
役
と
意
識
さ
れ
て
い
た
所
役
で
一

禰
宜
が
担
え
ず
に
い
た
部
分
に
関
し
て
は
二
禰
宜
以
下
の
傍
官
禰
宜
が
そ

の
部
分
を
埋
め
る
こ
と
可
能
と
な
り
、
そ
れ
が
表
れ
た
の
が
東
西
寶
殿
開

閉
扉
と
前
陣
神
主
の
記
述
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
無
論
大
物
忌
が
御

扉
開
閉
を
司
る
職
で
あ
る
と
い
う
意
識
は
存
在
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
が
、

古
代
伊
勢
神
宮
に
お
い
て
御
鎰
は
統
括
行
政
官
で
あ
る
大
神
宮
司
が
厳
格

に
そ
の
管
理
担
っ
て
お
り
、
祭
典
中
で
は
禰
宜
が
御
鎰
を
司
る
こ
と
、
律

令
官
人
と
し
て
の
性
格
が
色
濃
く
残
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
加
え
て
、

古
代
末
か
ら
中
世
に
か
け
て
物
忌
職
そ
の
も
の
が
衰
え
る
様
相
を
呈
し
た

こ
と
な
ど
も
、
禰
宜
が
御
鎰
を
取
扱
い
開
扉
を
行
う
と
い
う
意
識
を
後
押

し
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
後
に
御
鎰
は
本
義
に
戻
る
か
の
よ
う
に

子
良
館
に
て
管
理
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
物
忌
と
物
忌
父
ら
が
そ
の
職
責

を
担
う
よ
う
に
な
る
わ
け
だ
が
、
古
代
末
の
段
階
で
は
そ
こ
ま
で
の
意
識

は
醸
成
さ
れ
て
お
ら
ず
む
し
ろ
縮
小
傾
向
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
九
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
末
の
間
に
お
け
る
祭
祀
所
役
の
変

化
に
つ
い
て
増
員
さ
れ
た
禰
宜
の
所
役
に
焦
点
当
て
な
が
ら
検
証
し
て
き

た
。
そ
の
過
程
で
、
増
員
さ
れ
た
傍
官
禰
宜
に
は
ど
の
よ
う
な
意
識
の
も

と
所
役
が
割
り
当
て
ら
れ
た
の
か
、
そ
し
て
祭
祀
上
の
所
役
が
神
職
と
し

て
の
序
列
を
超
え
る
形
で
も
割
り
当
て
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
例
も
確
認

で
き
た
。

　

ま
た
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
か
ら
『
皇
大
神
宮
年
中
行
事
』
に
至
る
ま

で
の
間
に
大
き
な
変
化
の
あ
っ
た
東
西
寶
殿
の
御
扉
開
扉
を
検
証
す
る
過

程
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
掌
に
つ
い
て
の
意
識
の
変
化
と
そ
の
職
掌
意
識

同
士
が
せ
め
ぎ
合
う
か
の
よ
う
な
様
相
を
確
認
し
た
。
本
来
御
鎰
の
管
理

と
御
扉
の
開
閉
を
司
る
大
物
忌
、
そ
の
大
物
忌
を
補
佐
す
る
立
場
で
あ
っ

た
禰
宜
、さ
ら
に
は
そ
の
禰
宜
の
役
割
を
代
行
す
る
に
至
っ
た
大
物
忌
父
、

こ
の
三
者
が
時
代
を
経
る
に
従
い
そ
の
職
掌
そ
の
も
の
に
対
す
る
意
識
も
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変
化
す
る
こ
と
で
祭
典
の
所
役
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
っ
た
。
今

回
は
そ
の
一
背
景
と
し
て
禰
宜
の
増
員
に
着
目
し
検
討
し
た
わ
け
だ
が
、

祭
典
所
役
の
変
化
の
過
程
に
は
そ
れ
以
外
に
も
様
々
な
要
素
が
隠
れ
て
い

る
こ
と
も
示
唆
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

甚
だ
雑
駁
な
ま
と
め
で
は
あ
る
が
、
本
稿
で
も
触
れ
た
各
職
掌
の
変
遷

や
神
宮
組
織
の
変
化
を
さ
ら
に
検
証
し
て
い
く
こ
と
で
、
禰
宜
の
増
員
の

み
な
ら
ず
、
物
忌
職
の
衰
微
や
各
物
忌
父
の
増
員
、
律
令
制
の
弛
緩
に
と

も
な
う
神
社
組
織
の
変
化
な
ど
の
諸
要
素
が
、
祭
祀
上
の
所
役
に
与
え
た

影
響
に
つ
い
て
も
よ
り
具
体
的
な
か
た
ち
で
検
証
で
き
よ
う
。
今
後
も
重

要
な
課
題
と
し
て
注
目
し
て
い
き
た
い
。

（
１
）	『
神
道
大
系
─
神
宮
編
２
』（
神
道
大
系
編
纂
会　

昭
和
五
五
年
）

（
２
）	『
神
道
大
系
─
神
宮
編
１
』（
神
道
大
系
編
纂
会　

昭
和
五
四
年
）

（
３
）	『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
禰
宜
内
人
物
忌
等
職
掌
行
事
事

	

禰
宜　

大
初
位
上
神
主
公
成

	

右
人
禰
宜
爾

卜
食
定
補
任
之
日
、
叙
二

従
七
位
上
一

。
後
家
之
雑
罪
祓
清
、
忌
火
飯

食
弖

、
見
目
聞
耳
言
辞
斎
敬
、
宮
内
雑
行
事
管
職
掌
、
諸
内
人
物
忌
等
率
弖

、
明
衣

冠
着
弖

、
木
綿
多
須
伎
懸
弖

、
度
会
郡
司
乃

佃
奉
禮
留

御
田
稲
乎

物
忌
子
等
爾

令
二

舂
炊

奉
一
弖

、
志
摩
国
神
戸
百
姓
乃

進
雑
御
贄
乎

三
節
祭
乃

朝
夕
御
饌
供
奉
。

（
中
略
）

	

又
雑
行
事
斎
敬
供
奉
。
具
顕
二

上
條
并
月
記
條
一

。

（
４
）	『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
年
中
行
事
并
月
記
事

	

正
月
例
。

	

（
前
略
）

	

宮
守
護
奉
宿
直
人
歴
名
進
二

宮
司
一

、
番
畢
事
申
二

宮
司
一

。
禰
宜
長
上

、
番
上
宿
直
人
、

大
内
人
一
人
番
長

、
諸
内
人
六
人
、
戸
人
三
人
。
中
番
下
番
宿
直
事
、
並
如
二

上
番
一

。

	

右
以
二

十
日
一

為
二

一
番
一

、
仕
奉
如
レ

件

（
５
）	

禰
宜
の
宿
直
勤
番
に
つ
い
て
は
、
比
企
貴
之
氏
「
伊
勢
神
宮
祠
官
・
職
掌
人
の
宿

直
勤
番
制
」（『
国
史
学
』
二
二
七　

平
成
三
十
一
年
）
に
詳
し
い
。

（
６
）	『
中
右
記
』
保
延
元
年
六
月
一
日

	

蔵
人
弁
送
消
息
云
、
太
神
宮
禰
宜
六
人
也
、
而
番
役
繁
多
也
、
今
可
被
加
一
人
之

由
、
祭
主
卿
所
申
請
也
、
可
量
申
者
、
予
申
云
、
件
禰
宜
本
数
纔
一
二
人
也
、
如

此
申
請
時
被
加
常
時
也
、
祭
主
申
請
者
可
被
加
也
、
就
中
太
神
宮
事
有
増
加
例
、

無
減
法
、
然
者
被
加
補
何
事
有
哉
、

（
７
）	『
訳
注
日
本
史
料　

延
喜
式
上
』（
虎
尾
俊
哉
編　

集
英
社　

平
成
一
二
年

（
８
）	

神
宮
司
廳
編
『
神
宮
遷
宮
記　

一
』（
国
書
刊
行
会　

平
成
四
年
）

（
９
）	

禰
宜
の
呼
称
に
つ
い
て
は
一
禰
宜
を
「
長
官
」
と
称
す
る
の
に
対
し
、
二
禰
宜
以

下
を
「
傍
官
」
な
ど
と
も
表
し
て
い
る
。
ま
た
権
禰
宜
に
つ
い
て
は
、
そ
の
職
掌

の
複
雑
さ
か
ら
様
々
な
表
記
が
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
正
員
禰
宜
の
師
弟
が

権
禰
宜
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
場
合
を
「
権
官
」
と
称
す
る
の
に
対
し
て
そ
の
他
を

「
権
任
」
と
称
し
た
り
、
大
内
人
や
物
忌
父
が
権
禰
宜
を
兼
ね
て
い
る
場
合
も
散

見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
表
記
を
以
て
誰
を
表
し
て
い
る
の
か
注
意
が
必
要
で

あ
る
。

（
10
）	
そ
の
他
の
禰
宜
の
所
作
に
つ
い
て
は
、
正
月
の
白
散
御
食
に
関
す
る
記
述
や
、
宿

直
の
交
代
に
関
連
す
る
記
述
に
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
正
宮
で
の
祭
典

に
向
か
う
参
進
列
な
ど
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
11
）	

斎
王
や
祭
使
参
向
の
折
、正
宮
で
の
祭
典
に
引
き
続
き
行
わ
れ
る
直
會
の
際
に
は
、

一
禰
宜
か
ら
二
、三
…
…
と
そ
れ
ぞ
れ
献
杯
の
所
役
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
が
、
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こ
ち
ら
も『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』に
は
詳
し
く
記
さ
れ
て
お
ら
ず
検
討
を
要
す
る
。

（
12
）	
こ
の
「
傍
官
禰
宜
」
が
ど
の
範
囲
を
示
す
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
検
討
が
必

要
で
あ
る
。こ
の
と
き
二
三
禰
宜
の
手
に
は
そ
れ
ぞ
れ
東
西
寶
殿
の
御
鎰
が
あ
り
、

幣
帛
奉
納
の
際
に
そ
れ
ら
の
御
鎰
を
ど
の
よ
う
に
し
て
い
た
の
か
と
言
う
点
を
明

ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
参
考
と
し
た
い
の
は
『
年
中
行
事
』
の

荒
木
田
氏
経
に
よ
り
加
筆
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
次
二
座
裾
ヲ

引
御

階
ノ

於
二

西
下
一

東
寶
殿
御
鎰
ヲ

御
階
ノ

高
欄
ノ

平
桁
ニ

置
、拝
ノ

後
参
上
、大
床
ニ
テ

拝
後
、

裾
ヲ

取
テ

西
右
脇
ヨ
リ

参
入
シ

一
禰
宜
ノ

次
ニ
揖
居
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

二
三
禰
宜
に
つ
い
て
も
他
の
禰
宜
と
同
様
に
昇
殿
し
幣
帛
の
奉
納
に
携
わ
っ
て
い

た
可
能
性
が
高
い
と
言
え
よ
う
。

（
13
）	『
止
由
気
宮
儀
式
帳
』
で
は
大
内
人
が
西
寶
殿
の
開
扉
に
携
わ
っ
て
い
る
。

	

『
止
由
気
宮
儀
式
帳
』
年
中
行
事
并
月
記
事　

九
月
例

（
前
略
）

	

然
即
禰
宜
發
、
御
鎰
被
給
弖

、
大
物
忌
乎
前
率
立
弖

、
内
院
参
入
。
次
大
神
宮
司
、

次
大
内
人
参
入
。
此
大
内
人
等
持
参
入
勅
朝
廷
奉
進
幣
帛
一
筥
、
絹
一
疋
、
糸
一

勾
。
又
大
神
宮
司
進
御
衣
料
絹
二
疋
、
五
色
料
絹
一
疋
、
禰
宜
織
奉
織
乃

大
神
御

衣
絹
二
疋
、
又
御
馬
鞍
一
具
受
。
大
神
宮
司
波

内
院
御
門
内
跪
侍
。
禰
宜
波

正
殿
乎

開
奉
弖

、
件
幣
帛
進
入
。
大
内
人
波

西
寶
殿
開
弖

、
御
馬
鞍
調
度
進
上
。

（
14
）	

拙
稿
「
古
代
伊
勢
神
宮
に
お
け
る
斎
戒
と
神
職
」（『
神
道
宗
教　

二
五
八
』
令
和

二
年
五
月
）

（
15
）	『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
等
に
あ
る
御
鎰
の
厳
重
な
管
理
状
況
を
見
る
限
り
、
一
度

御
鎰
唐
櫃
か
ら
取
り
出
さ
れ
手
渡
さ
れ
た
以
上
は
、
御
鎰
か
ら
離
れ
る
こ
と
な
く

管
理
す
る
と
い
う
意
識
が
み
ら
れ
る
。
上
述
の
『
皇
太
神
宮
年
中
行
事
』
公
卿
勅

使
参
向
の
記
事
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
鎰
を
預
か
っ
た
以
上
は
そ
の
こ
と
に
専
従

す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
何
よ
り
正
殿
や
東
西
寶
殿
の
御
鎰
の
大
き
さ

を
考
え
れ
ば
、一
人
が
同
時
に
二
つ
の
御
鎰
を
持
ち
運
ぶ
こ
と
自
体
に
無
理
が
あ
ろ
う
。

（
16
）	

中
西
正
幸
『
神
宮
祭
祀
の
研
究
』
国
書
刊
行
会　

平
成
十
九
年

（
17
）	

薗
田
守
良
『
神
宮
典
略
』
二
十
二
内
宮
職
掌
上　

物
忌
職
（
増
補
大
神
宮
叢
書
２

『
神
宮
典
略
中
篇
』　

吉
川
弘
文
館　

平
成
十
七
年
）

（
18
）	

桜
井
勝
之
進
は
、「
物
忌
よ
り
も
そ
の
父
が
重
ん
じ
ら
れ
る
と
い
う
、
こ
の
本
末

転
倒
な
物
忌
父
の
職
掌
が
次
第
に
多
く
な
っ
て
き
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。」

と
指
摘
し
、
古
代
末
の
職
掌
増
員
過
程
の
変
化
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。（
桜

井
勝
之
進
『
伊
勢
神
宮
の
祖
型
と
展
開
』
国
書
刊
行
会　

平
成
三
年
）

（
19
）	『
皇
太
神
宮
年
中
行
事
』
二
月

	

十
九
日
祈
年
御
祭
次
第
行
事

	

（
前
略
）

	

於
二

四
御
門
一

在
二

御
塩
湯
一

。
前
陣
神
主
、
御
火
、
祇
承
進
、
次
玉
串
大
内
人
、
次

宮
司
、
御
火
、
祇
承
進
、
次
官
幣
、
次
御
神
馬
、
次
使
、
御
火
、
祇
承
進
。
各
参

列
ノ

時
石
壺
ニ

着
座
。




